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埼玉県　自転車条例

条例では「自転車利用者の責務」として次のことを
定めています。

「事業者の責務」「自転車小売業者による助言等」も定めています。
自転車安全利用指導員があなたの街・学校で、自転車安全利用に
関する指導・助言をします！

家族ぐるみで、交通事故を防止しましょう
家族が自転車で出かけるときは、

悪天候のときなどは、自転車の利用を控えるよう話しましょう
ヘルメットの着用や安全運転を呼び掛けましょう
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